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福島市農業委員会 
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福島市農業委員会第２７回総会議事録 

 

１．日  時 令和４年９月１６日（金）午後２時３０分 

２．会  場 吉井田支所 大会議室 

３．出席委員 ２２名 

４．出席の委員     １番 小山 正雄  ３番 柴山 栄重  ４番 吾妻 良博 

５番 加藤 良子  ６番 中村 謙一  ７番 野崎 俊幸 

８番 浪岡 真澄  ９番 油井 妙子 １０番 渡邉 俊春 

１１番 大宮 篤司 １２番 菅野 善晴 １３番 菱沼寿美恵 

１４番 渡邊 正芳 １５番 尾形 寅昭 １６番 古関 惠子 

１７番 関  健一 １８番 安田 善喜 １９番 渡邊 友一 

２０番 黒澤喜久夫 ２１番 齋藤 貴裕 ２３番 宍戸  薫 

２４番 芳賀 正寿 
 

５．欠席の委員    ２２番 阿部 哲也 
    

６．事務局の出席者  事 務 局 長   関根 卓也 

次 長 兼 庶 務 係 長   佐藤 邦彦   主 査   渡辺 正典 

農 地 係 長  阿部 三起夫  副主査  菅野 貴裕 
 

議案の内容 
 

第１号  農地等の買受適格証明願出について 

第２号  農地法第３条第１項の規定による許可申請に対する処分について 

第３号  農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する処分について 

第４号  農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する処分について 

第５号  現況確認証明願出について 

第６号  令和５年度農地等利用最適化推進施策についての意見書について 

 
 

報告の内容 
 

第１号  農地法第３条の３第１項の規定による届出の受理について 

第２号  農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の受理について 

第３号  農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の受理について 

第４号  農地法第１８条第６項の規定による農地賃貸借解約等の通知について 

第５号  地目変更登記に係る照会に対する回答（調査結果）について 

第６号  農業者年金業務  （１）老齢年金支給裁定について 
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事務局長 

会長 

事務局長 

 

議長 

 

農地係長 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

農地係長 

 

議長 

農地係長 

 

 

 

 

議長 

１番 

議長 

１番 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

議長 

ご案内の時間となりましたので、 宍戸 薫 会長よりごあいさつをお願いいたします。 

（会長から開催に先立ちあいさつ） 

それでは、福島市農業委員会会議規則第５条により、会長が議長になりますので、ここから

会長に進行をお願いいたします。 

それでは、事務局より福島市農業委員会会議規則第４条により、本日の届出欠席委員の報告

をお願いします。 

２２番 阿部哲也委員より欠席の旨届出がありました。 

事務局より報告がありましたとおり、本日は定数２３名に対し、２２名の出席をいただいて

おりますので、農業委員会等に関する法律第２７条第３項に規定する過半数に達しており、

本総会は成立しておりますので、只今より第２４期、第２７回総会を開催いたします。 

福島市農業委員会会議規則第１８条に規定する議事録署名委員ですが、議長より議事録署名

委員を指名させていただきます。 

５番：加藤良子委員、１６番：古関惠子委員を指名いたします。 

なお、本日の会議書記には事務局職員の渡辺主査を指名いたします。 

福島市農業委員会会議規則第６条の規定により、会期の決定をいたします。 

会期は、本日１６時３０分までとしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

ご異議ございませんので、会期は本日１６時３０分までと決定いたします。 

議案を上程いたします。事務局、議案名の朗読を願います。 

【議案第１号から報告までを上程する。（６２件）】 

合計６２件、令和４年９月１６日提出、福島市農業委員会会長 宍戸 薫 以上です。 

議案第１号について事務局の説明を求めます。 

２ページをお開きください。議案第１号 農地等の買受適格証明願出についての案件は、耕

作の目的で農地の競売に参加するための証明願出１件で、市処分案件です。農地法第３条第

２項各号には該当しておらず、農地取得の許可条件をすべて満たすものと考えます。 

区域番号１番、整理番号１番の１件、詳細は「調査書」のとおりです。よろしくお願いいた

します。 

調査結果、補足説明ならびに区域協議会の意見を求めます。 

議長１番（発言を求める。） 

１番（発言を許可する。） 

整理番号１番について説明申し上げます。申請人が農地の競売に参加するための買受適格証

明願出であります。申請人は４０代半ばで精力的に営農している農家であります。現在は果

樹を中心とした経営を行っております。区域協議会では適当であると判断いたしました。ご

審議よろしくお願いいたします。 

只今の説明について、ご意見、ご質問ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

それでは、簡易採決により、議案第１号について、異議の有無をお諮りいたします。ご意見、

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

異議なしと認め、議案第１号 農地等の買受適格証明願出について、整理番号１番の１件、
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農地係長 

 

 

 

 

 

議長 

１番 

議長 

１番 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

農地係長 

 

議長 

５番 

議長 

５番 

 

 

 

 

議長 

１番 

議長 

１番 

事務局 

議長 

事務局 

 

議長 

１番 

原案のとおり決定いたします。 

次に、議案第２号について事務局の説明を求めます。 

３ページをご覧ください。議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請に対する

処分についての案件は、耕作の目的で農地の所有権移転７件、区分地上権設定１件の計８件

の許可申請で、市処分案件です。いずれの申請も別添「調査書」のとおり、農地法第３条第

２項各号には該当しないため、許可の条件をすべて満たすものと考えます。 

区域番号１番、整理番号１番及び２番の２件、判断基準の詳細は別添「調査書」のとおりで

す。よろしくお願いいたします。 

調査結果、補足説明ならびに区域協議会の意見を求めます。 

議長１番（発言を求める。） 

１番（発言を許可する。） 

整理番号１番と２番の２件でございますが、先に整理番号２番についてご説明申し上げます。

議案第１号の関連でございます。申請地は申請人が長年使用貸借していた農地であります。

すでにりんごは成木となり収穫の時期が近づいております。区域協議会では問題なしと判断

いたしました。続きまして整理番号１番の案件は、譲受人がソーラーパネルの設置で地上権

設定を行ったものです。一時転用扱いで、３年で更新する必要があるため申請がありました。

区域協議会では問題なしと判断いたしました。ご審議よろしくお願いいたします。 

只今の説明について、ご意見、ご質問ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

ご意見、ご質問ございませんので、次の説明をお願いします。 

区域番号２番、整理番号３番の１件、判断基準の詳細は別添「調査書」のとおりです。よろ

しくお願いいたします。 

調査結果、補足説明ならびに区域協議会の意見を求めます。 

議長５番（発言を求める。） 

５番（発言を許可する。） 

整理番号３番についてご説明いたします。譲渡人は親からの相続で申請地を取得しており、

以前は知人に耕作を依頼していました。今回は外国の方である別の知人に所有権移転という

ことで話がまとまりました。譲受人の住所は市外でありますが、事務所が市内にあり、通う

ことは不便ではないということです。新規営農開始ということで、特に問題はないと区域協

議会では判断いたしました。ご審議よろしくお願いいたします。 

只今の説明について、ご意見、ご質問ございませんか。 

議長１番（発言を求める。） 

１番（発言を許可する。） 

譲受人は永住権がある方なのかお伺いします。 

議長事務局（発言を求める。） 

事務局（発言を許可する。） 

譲受人に永住権があることは確認しております。区域協議会の説明にあったとおり、住所は

市外ですが、市内に在住していることも確認しております。 

１番よろしいですか。 

はい。 
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議長 

 

議長 

農地係長 

 

議長 

１０番 

議長 

１０番 

 

 

 

議長 

 

議長 

農地係長 

 

１４番 

議長 

１４番 

 

議長 

 

議長 

 

１２番 

議長 

１２番 

 

 

 

議長 

 

議長 

農地係長 

 

議長 

１７番 

議長 

１７番 

その他ご意見、ご質問ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

ご意見、ご質問ございませんので、次の説明をお願いします。 

区域番号３番、整理番号４番の１件、判断基準の詳細は別添「調査書」のとおりです。よろ

しくお願いいたします。 

調査結果、補足説明ならびに区域協議会の意見を求めます。 

議長１０番（発言を求める。） 

１０番（発言を許可する。） 

整理番号４番でございますが、譲渡人の農地を譲受人に所有権移転するという案件でござい

ます。譲受人は３年前に就農いたしまして、経営規模の拡大ということです。取得後は牧草

を栽培する予定で、牧草の販売先についても確定しております。本人もやる気がございます

ので区域協議会では問題なしと判断いたしました。ご審議よろしくお願いします。 

只今の説明について、ご意見、ご質問ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

ご意見、ご質問ございませんので、次の説明をお願いします。 

区域番号４番、整理番号５番及び４ページ６番の２件、判断基準の詳細は別添「調査書」の

とおりです。よろしくお願いいたします。 

議長１４番（発言を求める。） 

１４番（発言を許可する。） 

整理番号５番については、私の申し出に関する案件ですので、農業委員会等に関する法律第

３１条の規定に基づく議事参与の制限から、一時退席します。 

議事を一時休議します。１４番一時退席願います。 

〔一時退席する〕 

それでは、議事を再開します。 

調査結果、補足説明ならびに区域協議会の意見を求めます。 

議長１２番（発言を求める。） 

１２番（発言を許可する。） 

整理番号５番、６番についてご説明申し上げます。２件ともに息子さんへの経営移譲の案件

で、生前贈与をする案件です。譲受人は二人とも地区内でも一生懸命営農されている方でご

ざいますので、区域協議会では許可相当と判断いたしました。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 

只今の説明について、ご意見、ご質問ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

ご意見、ご質問ございませんので、次の説明をお願いします。 

区域番号５番、整理番号７番の１件、判断基準の詳細は別添「調査書」のとおりです。よろ

しくお願いいたします。 

調査結果、補足説明ならびに区域協議会の意見を求めます。 

議長１７番（発言を求める。） 

１７番（発言を許可する。） 

整理番号７番についてご説明いたします。譲受人の住所は市外になっておりますが、現在は
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議長 

 

議長 

農地係長 

 

議長 

２４番 

議長 

２４番 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

農地係長 

 

 

 

 

 

議長 

１番 

議長 

１番 

 

 

 

議長 

 

この区域内に居住しております。自宅から近く、耕作に便利ということで野菜を栽培する計

画であります。区域協議会では許可相当と判断したところです。よろしくご審議ください。 

只今の説明について、ご意見、ご質問ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

ご意見、ご質問ございませんので、次の説明をお願いします。 

区域番号７番、整理番号８番の１件、判断基準の詳細は別添「調査書」のとおりです。よろ

しくお願いいたします。 

調査結果、補足説明ならびに区域協議会の意見を求めます。 

議長２４番（発言を求める。） 

２４番（発言を許可する。） 

整理番号８番についてご説明いたします。今回申請があった農地につきましては、先月の総

会で空き家に付随する農地として登録された土地であり、今回空き家と共に譲受人が取得し

て耕作することであります。区域協議会では特に問題なしと判断いたしました。ご審議よろ

しくお願いいたします。 

只今の説明について、ご意見、ご質問ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

それでは、簡易採決により、議案第２号について、異議の有無をお諮りいたします。ご意見、

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

異議なしと認め、議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請に対する処分につ

いて、整理番号１番から８番までの８件、原案のとおり許可と決定いたします。 

１４番、渡邊正芳委員が入室いたしますので、議事を一時休議いたします。 

（入室、着席する。） 

それでは、議事を再開します。 

次に、議案第３号について事務局の説明を求めます。 

５ページをご覧ください。議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する

処分についての案件は、市街化調整区域農地の自己転用２件の許可申請で、市処分案件です。

いずれの申請も別添「調査書」のとおり、農地の区分からみた転用基準、また、周辺の営農

条件へ支障を及ぼすおそれもなく、許可の条件を全て満たすものと考えます。 

区域番号１番、整理番号１番の１件、判断基準の詳細は別添「調査書」のとおりです。よろ

しくお願いいたします。 

調査結果、補足説明ならびに区域協議会の意見を求めます。 

議長１番（発言を求める。） 

１番（発言を許可する。） 

整理番号１番の申請地周辺には、申請者の社会福祉法人関連の施設がいくつかあります。そ

の施設の敷地拡張をしたいということでございます。農地法には特例がありまして、そのひ

とつが社会福祉法人であります。周辺農地に悪影響を及ぼす恐れもなく、区域協議会では問

題なしと判断いたしました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

只今の説明について、ご意見、ご質問ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 
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議長 

農地係長 

 

議長 

１７番 

議長 

１７番 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

議長 

  

 

農地係長 

 

 

 

 

 

 

議長 

１番 

議長 

１番 

 

 

議長 

 

議長 

農地係長 

 

議長 

５番 

議長 

５番 

 

ご意見、ご質問ございませんので、次の説明をお願いします。 

区域番号５番、整理番号２番の１件、判断基準の詳細は別添「調査書」のとおりです。よろ

しくお願いいたします。 

調査結果、補足説明ならびに区域協議会の意見を求めます。 

議長１７番（発言を求める。） 

１７番（発言を許可する。） 

整理番号２番についてご説明いたします。申請者は令和元年にも太陽光発電設備を設置して

おります。今回の申請地は、前回申請地の下の土地になります。周辺農地に影響はございま

せん。区域協議会では許可相当と判断したところです。よろしくご審議をお願いいたします。 

只今の説明について、ご意見、ご質問ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

それでは、簡易採決により、議案第３号について、異議の有無をお諮りいたします。ご意見、

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

異議なしと認め、議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する処分につ

いて、整理番号１番及び２番の２件、原案のとおり許可と決定いたします。 

次に、議案第４号について事務局の説明を求めます。 

６ページをご覧ください。議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する

処分についての案件は、市街化調整区域農地及びその他の区域農地の第三者転用で、所有権

移転５件、賃借権設定５件、使用貸借権設定２件の計１２件の許可申請で、市処分案件です。

いずれの申請も別添「調査書」のとおり、農地の区分からみた転用基準、また、周辺の営農

条件へ支障を及ぼすおそれもなく、許可の条件をすべて満たすものと考えます。 

区域番号１番、整理番号１番の１件、判断基準の詳細は別添「調査書」のとおりです。よろ

しくお願いいたします。 

調査結果、補足説明ならびに区域協議会の意見を求めます。 

議長１番（発言を求める。） 

１番（発言を許可する。） 

整理番号１番については、議案第２号の関連であります。太陽光パネルを支える支柱の部分

の転用でございます。区域協議会では特に問題なしと判断したところです。ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

只今の説明について、ご意見、ご質問ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

ご意見、ご質問ございませんので、次の説明をお願いします。 

区域番号２番、整理番号２番の１件、判断基準の詳細は別添「調査書」のとおりです。よろ

しくお願いいたします。 

調査結果、補足説明ならびに区域協議会の意見を求めます。 

議長５番（発言を求める。） 

５番（発言を許可する。） 

整理番号２番については、譲渡人がももを剪定したものなどを置いていた農地を、譲受人が

阿武隈急行の法面作業場敷地に一時転用したいという案件であります。区域協議会では特に
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議長 

 

議長 

農地係長 

 

議長 

１０番 

議長 

１０番 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

１番 

議長 

１番 

 

議長 

事務局 

 

 

議長 

１番 

 

１０番 

議長 

１０番 

議長 

１番 

議長 

 

議長 

農地係長 

 

問題なしと判断いたしました。審議のほどよろしくお願いいたします。 

只今の説明について、ご意見、ご質問ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

ご意見、ご質問ございませんので、次の説明をお願いします。 

区域番号３番、整理番号３番から５番の３件、判断基準の詳細は別添「調査書」のとおりで

す。よろしくお願いいたします。 

調査結果、補足説明ならびに区域協議会の意見を求めます。 

議長１０番（発言を求める。） 

１０番（発言を許可する。） 

整理番号３番と４番については関連がございますので、併せて説明いたします。まず整理番

号３番につきましては、整理番号４番の宅地分譲敷地の資材置場・仮設事務所設置のための

一時転用でございます。整理番号４番につきましては、１０６区画を宅地分譲する計画の一

部であります。計画の南側がすでに７５区画ほど開発されており、現在完売したと報告を受

けております。申請地周辺については住宅化しているということで、区域協議会では特に問

題なしと判断いたしました。整理番号５番につきましては、露天駐車場の拡張敷地の案件で

ありまして、譲受人である法人の駐車場と資材置場が非常に狭くなったということで、今回

賃借権設定に至ったものです。周辺の農地についても特に支障がないと判断いたしました。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

只今の説明について、ご意見、ご質問ございませんか。 

議長１番（発言を求める。） 

１番（発言を許可する。） 

整理番号３番の譲受人の法人と、整理番号４番の譲受人の法人は違う業者ですが、どう関連

があるのかお伺いします。 

事務局から説明をお願いします。 

整理番号４番の譲受人の法人は宅地分譲を計画している業者であり、その工事を請け負って

いるのが整理番号３番の譲受人の法人であります。分譲工事のための仮設現場事務所などが

必要になるということで、一時転用の申請は工事を受注した業者で申請がされております。 

１番いかがですか。 

整理番号３番と４番では、申請地の字名が異なっていますが、隣接しているまたは近いので

しょうか。 

議長１０番（発言を求める。） 

１０番（発言を許可する。） 

字名は違いますが同じ分譲計画敷地内であり、現状は隣り合っております。 

１番よろしいですか。 

はい。 

その他ご意見、ご質問ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

ご意見、ご質問ございませんので、次の説明をお願いします。 

７ページ、区域番号５番、整理番号６番から８番の３件、判断基準の詳細は別添「調査書」

のとおりです。よろしくお願いいたします。 
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議長 

１７番 

議長 

１７番 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

農地係長 

 

議長 

２１番 

議長 

２１番 

 

 

議長 

 

議長 

農地係長 

 

議長 

２４番 

議長 

２４番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査結果、補足説明ならびに区域協議会の意見を求めます。 

議長１７番（発言を求める。） 

１７番（発言を許可する。） 

まず整理番号６番につきましては、携帯電話の基地局を建てるための一時転用でございます。

整理番号７番につきましては、申請地は松川駅から東側の新興住宅地になっているところで

あります。建売住宅建設のための所有権移転でございます。整理番号８番の申請地は、県道

と市道に囲まれた土地でありまして、近くに譲受人の法人の資材置場がございます。周辺農

地に及ぼす影響はございません。３件共に区域協議会では許可相当と判断したところです。

よろしくご審議お願いいたします。 

只今の説明について、ご意見、ご質問ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

ご意見、ご質問ございませんので、次の説明をお願いします。 

区域番号６番、整理番号９番の１件、判断基準の詳細は別添「調査書」のとおりです。よろ

しくお願いいたします。 

調査結果、補足説明ならびに区域協議会の意見を求めます。 

議長２１番（発言を求める。） 

２１番（発言を許可する。） 

整理番号９番の案件ですが、内容につきましては記載のとおりでございます。第２種農地で

あり、周辺農地にも影響がなく、区域協議会では問題なしと判断いたしました。審議のほど

よろしくお願いいたします。 

只今の説明について、ご意見、ご質問ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

ご意見、ご質問ございませんので、次の説明をお願いします。 

区域番号７番、整理番号１０番から８ページ１２番の３件、判断基準の詳細は別添「調査書」

のとおりです。よろしくお願いいたします。 

調査結果、補足説明ならびに区域協議会の意見を求めます。 

議長２４番（発言を求める。） 

２４番（発言を許可する。） 

整理番号１０番の農地につきましては、昨年１２月に農振除外を受けた農地でありまして、

譲受人の事業所が手狭になり、路上駐車もあって大変危険であるということで今回隣接する

農地を求めて敷地拡張で利用するものです。主に駐車場として利用することが想定されてお

り、周辺農地には影響がないと判断しております。整理番号１１番につきましても、昨年 

１２月に農振除外を受けている農地であり、譲受人につきましては、中古自動車オークショ

ンをやっている事務所でありまして、これまで道路を跨いで車の移動をしておりましたが、

危険性もあるということで、隣接する農地を買い取って露天駐車場として利用するというこ

とです。こちらにつきましても、駐車場として利用されるため周辺の営農には支障がないと

判断しております。整理番号１２番につきましても、昨年１２月に農振除外を受けておりま

して、申請人の関係については親子であります。譲受人は長男であり、今回分家住宅を建て

るということです。周辺の農地につきましては、実家の農地でありまして、営農には支障が

ないということです。以上３件につきまして、区域協議会では許可相当と判断をいたしまし
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議長 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

農地係長 

 

 

 

 

 

議長 

１番 

議長 

１番 

 

 

 

議長 

 

議長 

農地係長 

 

議長 

１２番 

議長 

１２番 

 

 

 

議長 

 

議長 

農地係長 

 

議長 

た。よろしくご審議お願いいたします。 

只今の説明について、ご意見、ご質問ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

それでは、簡易採決により、議案第４号について、異議の有無をお諮りいたします。ご意見、

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

異議なしと認め、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する処分につい

て、整理番号１番から１２番の１２件、原案のとおり許可と決定いたします。 

次に、議案第５号について事務局の説明を求めます。 

９ページをご覧ください。議案第５号 現況確認証明願出についての案件は、昭和２７年通

知の「農地法の施行について」に基づき農地法の適用を受けない農地であることが確認でき

た案件です。証明願出に基づき、区域担当委員と共に現地調査を実施した結果、農地として

の要件を満たす状態でないことを確認いたしました。 

区域番号１番、整理番号１番の１件、詳細は別添「調査書」のとおりです。よろしくお願い

いたします。 

調査結果、補足説明ならびに区域協議会の意見を求めます。 

議長１番（発言を求める。） 

１番（発言を許可する。） 

整理番号１番の申請地につきましては、阿武隈山系の過去に開拓された地域であります。傾

斜地で石が多く、農業機械も入らないような土地でありまして、申請人が相続してから耕作

放棄となったものです。現地確認の結果、今後農地として利用することは大変困難であると

判断いたしました。ご審議よろしくお願いいたします。 

只今の説明について、ご意見、ご質問ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

ご意見、ご質問ございませんので、次の説明をお願いします。 

区域番号４番、整理番号２番及び３番の２件、判断基準の詳細は別添「調査書」のとおりで

す。よろしくお願いいたします。 

調査結果、補足説明ならびに区域協議会の意見を求めます。 

議長１２番（発言を求める。） 

１２番（発言を許可する。） 

整理番号２番と３番の案件でございますが、申請地は隣接している土地でございます。８月

８日に地元の推進委員と事務局で現地確認をいたしまして、調査書の写真のとおり、すでに

山林化しております。改めて耕作するという状況ではないと判断したところでございます。

よろしくご審議のほどお願いいたします。 

只今の説明について、ご意見、ご質問ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

ご意見、ご質問ございませんので、次の説明をお願いします。 

区域番号５番、整理番号４番の１件、判断基準の詳細は別添「調査書」のとおりです。よろ

しくお願いいたします。 

調査結果、補足説明ならびに区域協議会の意見を求めます。 
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１７番 

議長 

１７番 

 

 

議長 

 

議長 

農地係長 

 

議長 

２１番 

議長 

２１番 

 

 

議長 

 

議長 

農地係長 

 

議長 

２４番 

議長 

２４番 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

議長１７番（発言を求める。） 

１７番（発言を許可する。） 

整理番号４番についてご説明いたします。願出事由のとおりでございますが、８月２９日に

地元農業委員と推進委員、事務局で現地確認をいたしました。山林化しており、農地への復

元は困難であると判断したところでございます。よろしくご審議お願いいたします。 

只今の説明について、ご意見、ご質問ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

ご意見、ご質問ございませんので、次の説明をお願いします。 

区域番号６番、整理番号５番の１件、判断基準の詳細は別添「調査書」のとおりです。よろ

しくお願いいたします。 

調査結果、補足説明ならびに区域協議会の意見を求めます。 

議長２１番（発言を求める。） 

２１番（発言を許可する。） 

整理番号５番の案件ですが、内容につきましては記載のとおりでございます。８月１６日に

農業委員、推進委員、事務局で現地を確認したところ山林化しており、とても耕作するのは

困難だということを確認してまいりました。審議のほどよろしくお願いいたします。 

只今の説明について、ご意見、ご質問ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

ご意見、ご質問ございませんので、次の説明をお願いします。 

１０ページ、区域番号７番、整理番号６番から８番の３件、判断基準の詳細は別添「調査書」

のとおりです。よろしくお願いいたします。 

調査結果、補足説明ならびに区域協議会の意見を求めます。 

議長、２４番（発言を求める。） 

２４番（発言を許可する。） 

整理番号６番と７番につきましては、いずれも相続で取得した農地でありまして、現地調査

の結果周りの山林と一体化しており、今後も耕作される予定はないということであります。

整理番号８番につきましては、現地を確認したところ５０年以上経過し、周囲の山林と一体

化して現在に至っております。整理番号６番、７番につきましてはソーラーパネル設置の開

発予定になっておるところであります。整理番号８番につきましては、この地区の上でソー

ラーパネル設置の開発が進んでいるところであり、その資材運搬のために道路拡張をする予

定になっている場所でもあります。以上３件とも証明は適当であると区域協議会では判断を

いたしました。よろしくご審議をお願いいたします。 

只今の説明について、ご意見、ご質問ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

それでは、簡易採決により、議案第５号について、異議の有無をお諮りいたします。ご意見、

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

異議なしと認め、議案第５号 現況確認証明願出について、整理番号１番から８番の８件、

原案のとおり決定いたします。 

次に、議案第６号について事務局の説明を求めます。 
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委員長（９番） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

農地係長 

１１ページをご覧ください。議案第６号 「令和５年度農地利用最適化推進施策についての

意見書について」でございますが、これまでの経過についてご説明させていただきます。５

月の区域協議会で各委員の皆様に、昨年度の意見書を基に、変更・修正・追加・削除・新規

の意見項目についてご検討いただき、６月の区域協議会でそれぞれご提出をいただきました。

各区域協議会会長にご意見を取りまとめていただいた後、事務局で原案を作成しました。８

月の議案発送時に、全委員にその意見書（案）をお送りし、８月の各区域協議会で最終検討

をいただいたところです。そして、去る８月３０日に油井委員長を座長に農政対策小委員会

を開催し、取りまとめた最終案を９月の各区域協議会でご審議いただきました。今回の総会

でご承認後、１０月６日（木曜日）に市長に対して意見書を提出いたします。それでは、内

容について、大項目の紹介をさせていただきます。（項目ごとの見出しを読み上げる）以上で

ございます。次に、意見書の取りまとめにあたっての考え方などについて、油井委員長より

お話を頂ければと存じます。 

ただいま事務局より意見書を取りまとめの経過について説明がありましたので、私からは意

見書の取りまとめにあたっての考え方、内容等についてご説明いたします。昨年度提出いた

しました意見書の内容を継続し、各区域協議会からいただきましたご意見を尊重させていた

だき、内容を整理させていただきました。まず１点目は、農地利用の集積、遊休農地の解消

は関連が深いため、あわせて大項目とするものです。業務の関連や、さらに今後、人・農地

プランの法制化に伴う目標地図（案）作成を進めるにあたって、一体的な取り組みが必要な

ことから、大項目を整理したものです。２点目は、昨年度の意見書に記載いたしました、Ｓ

ＤＧｓの促進を設定せず、より馴染む大項目へ整理したものです。昨年度はＳＤＧｓに関連

が深いと思われる項目を集め、大項目といたしましたが、本来すべての項目に関連があるこ

とから、サブタイトルと、「はじめに」の中で記載し、あえて特出しを行わないことといたし

ました。また、意見書の策定方法として、意見の文言を変えております。これまでは意見書

ということで、ある程度強みの言い回しとしておりましたが、市で実施した施策もあること

や、協力して取り組んでいかなければならないこともあることから、変更をいたしました。

以上を踏まえまして意見書（案）を作成し、去る８月３０日に宍戸会長、大宮職務代理出席

のもと、農政対策小委員会におきまして議論を行い、最終案としてまとめさせていただきま

した。意見書は、市内農業の持続可能な農業を目指して、本市の農業関係施策の改善を求め

るものです。昨年度の意見書では、５つの項目について予算化され、意見が大きく反映いた

しました。今年度、私たちのこの意見書が、要望が一つでも多く反映するよう、１０月６日

に意見書として市長へ提出いたします。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

只今の説明について、ご意見、ご質問ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

それでは、簡易採決により、議案第６号について、異議の有無をお諮りいたします。ご意見、

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声〕 

異議なしと認め、議案第６号 令和５年度農地等利用最適化推進施策についての意見書につい

て、原案のとおり決定いたします。 

次に、報告を事務局よりお願いします。 

１７ページ、報告第１号から２４ページ報告第６号は、議案書記載のとおりとなりますので、
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議長 

 

会長職務代理 

お読み取りください。 

これで本日の議事を全て終了いたします。  

閉会のことばを大宮篤司会長職務代理よりお願いいたします。 

（会長職務代理より閉会の言葉） 

慎重審議ありがとうございました。 

これで、第２７回総会を終了いたします。 

        

   （午後３時１０分） 
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令和４年９月１６日 

 

 

これは、福島市農業委員会第２７回総会の議事録であることを証するため 

署名する。 

 

 

 

福島市農業委員会 

 

 

会 長                      

 

 

議事録署名人 ５番                 

 

 

議事録署名人１６番                 

 


